
令和８年度四国アドベンチャートラベル・サステナブルツーリズム実践ガイド育成事業委託業務仕様書 

 

1. 事業の件名 

  令和 8 年度四国アドベンチャートラベル・サステナブルツーリズム実践ガイド育成事業委託業務 

 

2. 事業の概要 

（１）目的 

   アドベンチャートラベル（以下、AT）は、自然、文化体験、アクティビティの 3 要素を通じて地

域への経済波及効果が高い旅行形態であり、四国はこれらの資源に恵まれた地域である。当機構では、

AT を通じた四国への誘客促進を進めており、ATWS2023 北海道および ATWS2024 パナマへの出展

を通して、四国の魅力発信を行ってきた。 

    一方で、AT を催行するうえで必要なガイドは、数・質ともに十分とは言えず、多様なニーズに

対応できる人材が限られているのが現状である。特に四国においては、自然環境や文化資源に恵ま

れているにも関わらず、それらを魅力的な観光コンテンツとして効果的に提供できるガイドが少な

いことが課題であると考える。 

   加えて、「Velo-city（自転車国際会議）2027」が愛媛県で開催されることは、 国内外のサイク

リング需要を喚起する絶好の機会であり、旅行商品造成時に AT とサステナブルツーリズム（以

下、ST）としての要素を併せ持つ有益な観光コンテンツとして四国全体でサイクルツーリズムの受

入環境整備とガイドスキルの底上げを図ることが重要であると考える。  

当事業では、このような背景を踏まえ、AT ガイド数の増加及び AT ガイドのスキル向上を目的

とした AT ガイド育成のための基礎研修並びに、AT ガイドの裾野拡大と質的向上を目的とした、

サイクルツーリズム分野に注力した「JCTA 公認サイクリングツアーガイド講習」を 2 泊 3 日で実

施する。これにより、国際的な基準を備えたガイド人材を育成し、安心・安全な AT 催行体制の構

築および四国の AT ブランド強化を目指す。 

（２）実施主体 

一般社団法人四国ツーリズム創造機構（以下、当機構） 

（３）対象市場・対象属性 

欧米豪を中心とした、サイクリングやアドベンチャー体験を嗜好する高所得・高知識旅行者層 

（４）連携先 

徳島県、香川県、愛媛県、高知県、各県観光協会・観光コンベンション協会、四国域内各 DMO 等 

 

３．事業内容 

（１）AT と ST に関する基礎研修の実施 

AT と ST に関する基礎的な知識を習得し、AT 市場の理解、サイクリングとの親和性、求められ 

るホスピタリティ等を学ぶ講習を実施する。 

① 実施時期 

令和 8 年 11 月～12 月中旬のうち 1 日 

② 対象者 



四国で AT またはサイクルツーリズム分野に関心を持つガイドまたは現 AT ガイド 

③ 参加者数 

20 名程度 

④ 講師 

AT 及び ST 分野に精通した専門講師 2 名 

⑤ 実施場所 

香川県内を想定 

（２）サイクリングツアーガイド講習（JCTA ガイド講習）の実施 

サイクルツーリズムに関する専門的知識および安全管理スキルを有する講師を招請し、サイクリ

ングガイドとして必要な技能の習得を目的とした講習を実施する。講師は、日本サイクリングツアー

ガイド協会（JCTA）の認定講師を予定し、座学・実技を通じて、国際的基準に基づいた安全・品質

の高いツアー運営を学ぶ。 

また、四国域内でのサイクルツーリズム拡大を見据え、地域資源を活かしたルート造成やホスピタ

リティ対応、外国人旅行者へのガイドコミュニケーションスキル等も指導内容に含める。 

① 実施時期 

令和 8 年 11 月～12 月中旬のうち 2 日間（1 泊 2 日） 

※（１）の AT 及び ST 基礎研修と連日で実施する。 

② 実施回数 

1 回 

③ 対象者 

・四国内で AT またはサイクルツアーガイドとして活動する意向のあるガイド 

・現 AT ガイド 

・愛媛県観光物産協会が「アドベンチャートラベルガイド育成支援事業」において実施する「AT

ガイドに必要な国際的な資格取得を目的とする研修」を、日程等の都合により受講できないガイ

ド 

④ 実施方法 

座学および実地研修（屋外実技を含む） 

⑤ 参加者数 

定員 6 名 

    ※募集は当機構と協議のうえ実施し、案内チラシ等を作成・配布する。 

⑥ 実施場所 

香川県内を想定 

⑦ 傷害保険の加入等について 

講習中の病気・事故・治療・救援等の費用、あるいは、第三者に対する傷害の発生した場合に備 

えて、傷害保険の加入等の措置を講じること。 

 

⑧ その他 

講習の修了認定を受けた者については、参加料を無料とし、開催地までの交通費および宿泊費を



下記のとおり支給する。 

・開催地までの交通費は公共交通機関を利用する場合は、参加者 1 人 15,000 円上限まで 

・前泊を含む研修中の宿泊費は 1 人 1 泊 15,000 円（最大 3 泊 45,000 円）上限まで 

（３）分析・課題抽出 

AT 及び ST 基礎研修とサイクリングツアーガイド講習の終了後にアンケートを実施し、内容分析 

を行う。得られた結果をもとに、今後の AT ガイド育成およびサイクルツーリズム推進に向けた課題 

と展望を整理し、次年度以降の事業方針に反映させる。 

 

４．目標と成果指標 

＜アウトプット＞ 

AT・ST に関する基礎研修を受講したガイド：20 名以上 

国際的な認証資格を取得するための研修を受講したガイド：6 名以上 

＜アウトカム＞ 

国際的な認証資格を取得したガイド：6 名以上 

 

５．履行期間 

契約日から令和 9 年１月 29 日（金）まで 

 

６．成果物 

（１）業務実施報告書 

① 実施報告書（A4 版カラー冊子）3 部（日本語で作成） 

② 電子媒体 2 部（CD または DVD。Office 編集可能形式および PDF 形式） 

    但し、大容量でない場合、メールでの提出も認める。この場合は、①と②の提出は不要。 

（２）成果物の著作権および所有権 

成果物に関する著作権および所有権は、（一社）四国ツーリズム創造機構に帰属する。 

 

７．備考 

  本事業は、観光庁補助金事業の「令和８年度広域連携観光促進事業」を活用し実施するものである。 


